
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【
碑
文
】 

 

六
軒
屋
閘
門 

 
 
 

 
 『大阪市街図』明治３６年（1903）より 

近
代

き
ん
だ
い

遺
産

い

さ

ん  

六 ろ
っ 

軒 け
ん 

屋 や 

閘 こ
う 

門 も
ん 

淀
川
の
改
修
工
事
に
よ
り
、
分
流
す
る
伝
法
川
・
正
蓮

し
ょ
う
れ
ん

寺 じ

川
・六
軒
屋

川
お
よ
び
安
治
川
の
水
位
に
大
き
な
格
差

か

く

さ

を
も
た
ら
し
、
船
運
に
支
障

し
し
ょ
う

を

き
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
川
は
昔
よ
り
諸
物
資
を
市
内
や
上
流

に
運
ぶ
た
め
の
重
要
な
交
通
路
で
あ
っ
た
。
水
位
の
格
差
を
調
整
し
、
海
水

の
逆
流
を
防
止
す
る
た
め
に
、
閘
門
・
洗
堰

あ
ら
い
ぜ
き

が
設
け
ら
れ
た
。 

六
軒
屋
第
一
閘
門
は
明
治
四
三
年
二
月
に
設
置
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
通

航
船
数
の
増
加
に
伴
い
、
既
設

き

せ

つ

の
閘
門
の
東
側
に
並
行
し
て
、
第
一
よ
り
ひ

と
ま
わ
り
大
き
い
第
二
閘
門
が
大
正
一
二
年
三
月
に
設
け
ら
れ
た
。 

第
一
閘
門
は
利
用
の
減
少
と
地
盤
沈
下
に
よ
り
、
昭
和
二
十
五
年
三
月

末
に
使
用
が
廃
止
さ
れ
た
。
以
後
、
第
二
閘
門
も
昭
和
三
九
年
十
月
、
公

用
廃
止
の
告
示
が
あ
り
撤
去

て
っ
き
ょ

さ
れ
た
。 

中
津
運
河
も
昭
和
四
十
八
年
に

埋 う

め
立
て
ら
れ
た
。 

（
所
在
地
）
西
区
江
之
子
島
二
丁
目 

津
波
・
高
潮
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
敷
地
内 
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